
えりも町外に滞在中の方が不在者投票をする方法について 
 

あなたからの 

不在者投票請求 

 

 

「不在者投票請求書(兼)宣誓書」に次の事項を記入して、えり

も町選挙管理委員会まで郵送してください。 

(速達送付標準到達期間) 

【道内１日程度】 

【道外２日程度】 

 【記載事項】氏名、生年月日、送付先、電話番号、選挙人名簿

に記載されている住所 等 

え り も 町 

選挙管理委員会 

  当委員会に「不在者投票請求書(兼)宣誓書」が届き、書類審

査が済み次第「投票用紙」「不在者投票用封筒」「不在者投票証

明書」を郵送します。 

※ 告示日前２日から投票用紙を送付することができます。 

 （７月１日～） 

 (速達送付標準到達期間) 

【道内１日程度】 

【道外２日程度】 

あなたのもとへ 

投票用紙等が到着 

  こちらからの「投票用紙」等関係書類が届きしだい、速やか

にお近くの市区町村選挙管理委員会へ出向き、不在者投票を行

ってください。 
 

   

 

【 不在者投票ができる期間 】 

令和７年７月４日（金）～７月 19日（土） 

 

 

  ※上記期間中に不在者投票をすることができますが、投票日

（７月 20 日）までに、えりも町の投票所に投票用紙が到達

しなければ無効となってしまいます。速達による場合でも１

～２日間を要しますので、可能な限りお早めに（可能であれ

ば７月 18日（金）まで）投票をお済ませください。 

お住まいの市区町村 

選挙管理委員会 
  あなたが不在者投票を行った市区町村の選挙管理委員会は、

直ちに、えりも町選挙管理委員会へ投票済みの投票用紙を郵送

します。 
(速達送付標準到達期間) 

【道内１日程度】 

【道外２日程度】 

 

え り も 町 

選挙管理委員会 

  えりも町選挙管理委員会では、郵送された投票用紙を投票日

に投票所に送致します。 

【投票所送致締切時刻】７月 20日(日)午後７時 

※締切時刻に間に合わない場合は、無効となりますので、ご

注意ください 

 

 

不在者投票請求書(兼)宣誓書の送付先 
 

〒058-0292 北海道幌泉郡えりも町字本町 206番地 えりも町選挙管理委員会 宛 



 


